
（歳入）
　・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 210,296 千円

（歳出）
　・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 1,848,478 千円

国県支出金 町債 その他
地方消費税交付金

（社会保障財源化分）
その他

43,898 1,363 0 0 9,776 32,759

328,889 233,804 0 0 21,854 73,231

36,166 0 0 37 8,304 27,825

183,583 79,149 0 0 24,003 80,431

580,052 405,199 0 740 40,018 134,095

1,172,588 719,515 0 777 103,955 348,341

136,299 73,706 0 0 14,386 48,207

259,648 12,614 0 99,300 33,955 113,779

191,909 24,530 0 60 38,456 128,863

587,856 110,850 0 99,360 86,797 290,849

19,096 729 0 0 4,221 14,146

50,964 585 0 0 11,579 38,800

17,974 1,685 0 0 3,744 12,545

88,034 2,999 0 0 19,544 65,491

1,848,478 833,364 0 100,137 210,296 704,681

※事務費及び人件費は、事業費から除外しています。

（単位：千円）

引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

　消費税率が引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分（地方消費税交付金の17分の7に相当す
る額）については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費にあてるものとされています。
　令和2 年度北方町一般会計における社会保障施策経費への充当状況は以下のとおりです。

小　計

児童福祉事業

福祉医療事業

老人福祉事業

障がい者福祉事業

総合福祉事業

一　般　財　源
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社
会
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事　業　名 経　費
特　定　財　源

社
会
保
険

保
健
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生

合　計

小　計

健康増進事業

疾病予防事業

母子保健事業

小　計

後期高齢者医療事業

介護保険事業

国民健康保険事業


